
平成２７年度教育行政執行方針

　学校・家庭・地域・町聡ぐるみで教育の成果を上げることができるように、幌延町教育目標の
意義と精神を柱に文部科学省や北海道教育委員会の教育方針、教育ビジョンに示された理念、方
向性を勘案して、教育施策に取り組んでいきます。また、効果的教育行政の推進と町民への説明
責任を果たすため、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その
結果に関する報告書を町議会に提出するとともに、町民の皆様へ公表していきます。

学校教育について

　少子高齢化が進む地域社会で、地域が地域として機能するには、ひとりひとりが学びや地域活
動を通して、ふれあいを深め、地域相互の助け合いが求められています。町民の交流や学習活動、
地域支援活動の推進の中で、地域の連帯や教育力の向上、社会性の育成につながっていくものと
考えています。その役割を担う社会教育では昨年、第６次幌延町社会教育中期計画を策定しまし
た「学び愛・繋り愛・創り愛 豊かに生きる人づくり」を進めるため、基本とする５つの政策を柱に、
主な事務事業を引き続き実施し、事務事業の成果を検証しつつ、社会教育の振興に努めていきま
す。

　平成２７年度の教育行政に関する執行方針について、幌延町の「豊かな人と文化を育むまちづく
り」の推進に一層の努力をしていきます。町民の皆様には特段のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

社会教育について

【学校教育９つの政策】

１　確かな学力の向上
２　豊かな心の育成
３　健やかな体の育成
４　特色ある教育の推進
５　地域と支え合う学校づくり

６　教職員の資質、指導力の向上
７　心の教育相談体制の推進
８　特別支援教育体制の充実
９　安全安心な教育環境の推進と就学支援

【社会教育５つの政策】

１　幌延を知るための学びの場づくり
２　地域の営みに参画できる仕組みづくり
３　子どもたちの自立を促す環境づくり

４　次代に向けて挑戦し続ける風土づくり
５　学習活動の拠点づくり

第6次幌延町社会教育中期計画スローガン

「学び愛・繋り愛・創り愛　豊かに生きる人づくり」
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